
屋外広告物の許可の手続き・流れ

●許可手続は、市で行います。

●�許可申請には、表示・設置する広告物の種類等に応じた手数料が必要となります（手数料は申請書類
を確認後、納付書を発行します）。なお、禁止地域内に表示・設置する場合の許可申請で、佐渡市景
観審議会の意見が必要となるものについては、上記手数料とは別に、手数料が加算されますのでご
注意ください。

●許可を受けるためには、広告物種類ごとの許可基準に適合していなければなりません。

●許可を受ける広告物には、原則として管理者の設置が必要です。

●�広告物の高さが4ｍを越える場合は、建築基準法による工作物の確認を要するなど、他法令による許
可等が必要な場合がありますので、確認してください。
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事前確認（規制内容の確認）

事前相談（屋外広告物の設置計画と個別基準等との整合など）、他法令の許可等

広告物の表示・設置、工事等の完了

広告物の除却　除却届の提出　●許可期限が切れた場合は、広告物の除却が必要です。

維持・管理　●良好な状態を保つよう、補修その他必要な管理を行ってください。
●更新許可申請が必要な場合、点検報告書が必要です。
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手数料の納付
許可証の交付

継続して広告物を表示・設置する場合
許可期限前までに申請が必要です

広告物を変更又は改造する場合
施工前に申請が必要です

設置者・管理者を変更する場合


